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外ࠃਓ労働ऀと労働法

使用者は、ࠃ੶等をཧ༝として労働条݅等について差ผత取ѻいをして
はならないことになͬており（労働基準法第̏条）、労働ؔ法ྩについて
は、外ࠃ人労働者に日本人とಉ༷に適用͞れます。
ɹ外ࠃ人ٕ実श生（˞）についてೖࠃॳに実͞ࢪれるߨशظ間（ݪ則
１か݄間）を除き、労働基準法等の労働ؔ法ྩが適用͞れます（一෦は
ೖࠃ時から適用͞れる場合あります）。
ۙ、わがࠃで就労する外ࠃ人労働者数は増Ճしていますが、その就労

ঢ়گをみると、ޏ用がෆ҆定であること、ࣾձอݥのະՃೖがଟいことな
どのがある΄か、労働ࢢ場にѱӨڹをٴ΅すෆ法就労ґવとしてଟ
いঢ়گにあります。このよ͏なঢ়گのվળにけて、厚生労働省では、外
。る基本ϧʔϧをඋしています用にޏ人ࠃ
このதにおいて、事業ओに対し、外ࠃ人労働者のޏೖれٴͼ৬の際には、
外ࠃਓޏ用ঢ়گのಧग़（ཹࡏ、֨ࢿཹࡏ、໊ࢯΧʔυ൪߸等）をެڞ৬業
҆定ॴに͏ߦことをٛ付けています。また、ޏ用する外ࠃ人労働者のޏ
用ཧのվળٴͼ࠶就৬のԉॿにؔするાஔを͡ߨるྗٛを՝してい
ます。
なお、外ࠃ人が、わがࠃにおいて就労できるか否かはその有するࢿཹࡏ

֨によͬて定まͬており、֨ࢿ外の׆ಈڐՄをडけている場合を除いて、
その֨ࢿཹࡏに定Ίられた׆ಈҎ外の׆ಈを͏ߦことはできません。
ཝ、ཱྀ݊（ύεϙʔτ）にԡ͞ࡌه֨ࢿཹࡏΧʔυのཹࡏ、は֨ࢿཹࡏ

れた上ڐՄূҹ等により֬ೝすることができます。また、就労がೝΊら
れている׆ಈの༰をূするのとして、本人がਃした場合にަ付͞れ
るʮ就労ূ֨ࢿ明ॻʯあります。

˞ٕ実श制度については、ٕ実शに代わるʮҭ就労ʯを設するվਖ਼ೖ法
ɹとվਖ਼ٕ実श適ਖ਼Խ法がྩ݄̒̒14日にՄཱܾしました。ߦࢪはެの
ɹ日から̏Ҏです。
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ผのब労のՄ൱֨ࢿཹࡏ

ʲब労のՄ൱のཝのຌ例ʳ
○：在ཹ֨ࢿごとに定められたൣғでब労がೝめられるの
˕：ब労に制限のないの
˚：ब労のՄ൱は、ݸʑのڐՄ༰によるの
ʷ：原則としてब労がೝめられないの

（注）ʮཹֶʯ及びʮՈ在ʯについては、ڐՄを受ければ１ि28時間までब労できるなͲの例外が
あります。

Մにؔする߹ͤڐಈの׆外֨ࢿ、間ظཹࡏ、֨ࢿཹࡏ
○外ࠃਓཹࡏ૯߹ΠϯϑΥϝʔγϣϯηϯλʔ ί�0üþ0 0ø úĀ0û

*1ి、1)4、ւ外から�ί� 0ú üþĀ6 þøøù
○౦ژग़ೖཹࡏࠃཧہԣہࢧ� ί� 0üþ0 0ûü ùüĀ
ɹɹɹɹɹɹɹ （ॴଐ෦ॺ൪߸） ૯՝ɿø0

ब労ɾӬॅ৹ࠪ෦ɿù0
ཹ ɾֶݚम৹ࠪ෦ɿú0

ཱྀླཹࡏࡏ

在　ཹ　ࢿ　֨ ब労のՄ൱

外 ަ ˓
ެ ༻ ˓
ڭ त ˓
ܳ ज़ ˓
फ ڭ ˓
ใ ಓ ˓
ߴ 度 ઐ  ৬ ˓
経 Ӧ ・  理 ˓
法  ・ 会 計 業 務 ˓
ҩ ྍ ˓
ݚ ڀ ˓
ڭ ҭ ˓
ٕज़ŋ人จࣝŋࡍࠃ業務 ˓
ا 業  స ۈ ˓
հ ޢ ˓

在　ཹ　ࢿ　֨ ब労のՄ൱

ڵ 行 ˓
ٕ  ˓
特 定 ٕ  １ 号 ˓
特 定 ٕ  ２ 号 ˓
ٕ  ࣮ श ˓
จ Խ ׆ ಈ ʷ
 期  在 ʷ
ཹ ֶ ʷ
ݚ म ʷ
Ո   在 ʷ
特 定 ׆ ಈ ˚
Ӭ ॅ 者 ˕
日 ຊ 人 の  ۮ 者  ˕
Ӭ ॅ 者 の  ۮ 者  ˕
定 ॅ 者 ˕
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ɹোがい者のޏ用については、ʮো者のޏ用のଅਐ等にؔする法ʯ（ো
用以ޏ業ओに、法定ࣄ用ଅਐ法）で定Ίられており、すてのޏ者
上の割߹Ͱো͕いऀ（ମো͕いऀ、తো͕いऀ、ਫ਼ਆো͕いऀ）Λޏ
用する͕ٛ͋ります。

事ۀओ۠
๏ఆޏ༻

ྩ6年3月末まで ྩ64݄�ΑΓ ྩ8年7月1日より

ຽ間ۀا 2.3ˋ 2�5ˋ 2.7ˋ
ମஂڞɺํެࠃ 2.6ˋ 2��ˋ 3.0ˋ
ಓݝのڭҭҕһձ 2.5ˋ 2��ˋ 2.�ˋ

ɹྩ݄̒̐１日時で、ৗ時40人Ҏ上の労働者をޏ用しているຽ間ا業
の事業ओは、োがい者を１人Ҏ上ޏ用しなければなりません。この法定ޏ用
率は段階తにվ定͞れており、ྩ８（�0��）に͞らに引き上げられます。
ɹޏ用率の算定にあたͬては、ॏ
度ମোがい者またはॏ度తো
がい者は１人につき̎人とΧϯ
τします。また、ৗ用労働者ٴͼ
用োがい者には、週ॴ定労働時ޏ
間が�0時間Ҏ上30時間ະຬの時
間労働者がؚまれ、ݪ則１人につ
き0��人とΧϯτします。なお、
用োがい者の算定方法は、োがいのछผや労働時間数によͬて、ӈදのとޏ
おり定Ίられています（ଠはྩ݄̒̐より適用）。
ɹো者ޏ用ଅਐ法では、োがい者ޏ用にؔする事業ओのࣾձ࿈ଳの
ཤߦを֬อするたΊ、ো者ޏ用ೲ付金制度を定Ίており、法定ޏ用Λ
ୡ͠ていͳい企業の͏ͪৗ用労働ऀ͕ø00ਓΛ͑る企業からೲ金
ΛऩするҰํ、法定ޏ用Λ上ճる企業のॿ͕ߦわれます。
ɹなお、ೲ付金の支払いによͬて、ޏ用ٛを໔れるのではありません
ので、ཹ意して͘だ͞い。

ো͕いऀޏ用と労働法

िॴఆ
労ಇ時間 30時間Ҏ্ 20時間Ҏ্

30時間ະຬ
�0時間Ҏ্
20時間ະຬ

体োがい者 １人 0.5人 －
ॏ度 ２人 １人 0.5人

的োがい者 １人 0.5人 －
ॏ度 ２人 １人 0.5人

ਫ਼ਆোがい者 １人 0.5人˞ 0.5人

˞当の間、0.5ではなく１とΧϯτされます。
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ো͕いऀにରするࠩผのࢭېと߹ཧతྀのఏٛڙについて

ো者ޏ用ଅਐ法では、事業ॴの規・業छにؔわらず、すての事業
ओに対して、ޏ用の分Ͱのো͕いऀࠩผΛ͠ࢭې、ো͕いऀ͕৬Ͱ働
͘に͋ͨͬてのࢧোΛվળするͨΊのાஔ（߹ཧతྀのఏڙ）Λͣߨる
͜とΛ͚ٛています。

ʤᶃࠩผのओͳ۩ମྫʥ

ʤᶄ߹ཧతྀのओͳ۩ମྫʥ

また、事業ओに、োがい者からの૬ஊに対Ԡするମ制のඋをٛ付け、
োがい者である労働者からのۤをࣗओతにղܾすることをྗٛとし
ています。

ো͕いऀのޏ用ɾब労にؔする૬ஊɾ߹ͤ
○ਆಸݝোޏऀ用ଅਐηϯλʔɹɹί�0ûü 6úú 6øø0
○ਆಸোऀ৬業ηϯλʔɹɹɹɹɹί�0ûù þûü úøúø
（রࢀøûúϖʔδ）৬業҆定ॴڞެ֤○

ো͕いऀにରするࠩผのࢭېと߹ཧతྀのఏٛڙについてো͕いऀにରするࠩผのࢭېと߹ཧతྀのఏٛڙについて

ื 集 ・ ࠾ ༻
の 機 会 　

○体োがい、的োがい、ਫ਼ਆোがい、ंいすのར༻、人工ثٵݺ
の༻なͲを理由として࠾༻をڋ൱すること　　なͲ

 金 の 決 定、
、ࢪ࿅の࣮܇ҭڭ
ར厚生ࢪ設の
ར༻なͲ

োがい者であることを理由として、࣍のような不当なࠩ別的औѻいを行うこと
○金をҾき下͛ること、い金を設定すること、ঢڅをさせないこと
場࣮शを受けさせないことݱ、मݚ○
○৯ಊ休ࣨܜのར༻をೝめないこと　　なͲ

ื 集 ・ ࠾ ༻
の  ྀ 　

○༻ࢴを༁・Ի༁すること、ݧࢼなͲで֦େಡॻثをར༻できる
ようにすること、ݧࢼのճ時間を延長すること・ճํ法を工す
ること　　なͲ

ࢪ 設 の  උ 、
ԉॿを行う者の
ஔなͲ　　

○ंいすをར༻する人に合わせて、ص࡞業のߴさをௐすること
○จࣈだけでなくޱ಄でのઆ໌を行うこと、ޱ಄だけでなくわかりすい

จॻ・ֆਤを༻いてઆ໌すること、චஊができるようにすること
○ख話௨༁者・要ච記者をஔ・ݣすること、ޏ༻ओとの間でௐす

る૬ஊһをஔくこと
○௨ۈ時のϥッγϡをආけるためۈ務時間を変更すること　　なͲ
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年ྸऀと労働法ߴ

わがࠃは、ੈքで例をݟないগྸߴࢠԽがٸにਐߦしています。こ
のよ͏なதで、わがࠃのྗ׆ࡁܦをҡ࣋するたΊには、意ཉとྗのある
ձの支えखとしࣾࡁܦ、を生かしݧܦྸ者が、ഓͬてきたࣝやߴ
て働きଓけることができるڥඋが必要です。
このよ͏なഎܠを౿まえ、ʮߴྸ者等のޏ用の҆定等にؔする法ʯ（ߴ
ྸ者ޏ用҆定法）には、࣍の規定があります。

˘ 定年Λ定Ίる߹に、60ࡀΛԼճる͜と͕Ͱ͖ͳい（第８条）。

˘ 用Λ֬อするͨޏまͰのࡀະຬの定を定Ίている事業ओは、6üࡀ��
Ί、࣍のાஔ（ߴྸ者ޏ用֬อાஔ）のいずれかを͡ߨなければなら
ない（第̕条）。ʻٛʼ
ᾇ 6üࡀまͰの定年のҾ上͛
ᾈ （˞）用のରとする制のಋೖޏଓܧ年ྸ労働ऀશһߴするر
ᾉ 定年の定Ίのഇࢭ
˞ただし、ฏ��݄̏31日までにܧଓޏ用制度の対象者の基準を労使協定で定Ίてい
る場合は、�4ࡀҎ上の対象者に対してྩ （̓�0��）݄̏31日まで、その基準を適用
することができます。

˘ ޏଓܧまでのࡀ��ະຬの定を定Ίている事業ओまたはࡀҎ上70ࡀ��
用制度をಋೖしている事業ओは、࣍のાஔ（ߴྸ者就業֬อાஔ）の
いずれかを͡ߨることにより、6üࡀからþ0ࡀまͰの҆定ͨ͠ޏ用の֬อ
ब業の֬อにΊͳ͚れͳらͳい。ʻྗٛʼ
ᾇ�70ࡀまでの定の引上げ
ᾈ�70ࡀまでのܧଓޏ用制度等のಋೖ
ᾉ�定の定Ίのഇࢭ
ᾊ�業支ԉ等ાஔ（70ࡀまでܧଓతに業ҕୗܖを締結する制度や
ࣾձݙߩ事業にै事できる制度を労働者のա数代ද者等のಉ意を
得てಋೖ）

˘ɹ労働者の募集ٴͼ࠾用にあたͬて、ྸ制ݶをするときは、求৬者に
対し、ཧ༝を示͞なければならない（第�0条）。

��3 ���



��3

年ྸऀと労働法ߴ

わがࠃは、ੈքで例をݟないগྸߴࢠԽがٸにਐߦしています。こ
のよ͏なதで、わがࠃのྗ׆ࡁܦをҡ࣋するたΊには、意ཉとྗのある
ձの支えखとしࣾࡁܦ、を生かしݧܦྸ者が、ഓͬてきたࣝやߴ
て働きଓけることができるڥඋが必要です。
このよ͏なഎܠを౿まえ、ʮߴྸ者等のޏ用の҆定等にؔする法ʯ（ߴ
ྸ者ޏ用҆定法）には、࣍の規定があります。

˘ 定年Λ定Ίる߹に、60ࡀΛԼճる͜と͕Ͱ͖ͳい（第８条）。

˘ 用Λ֬อするͨޏまͰのࡀະຬの定を定Ίている事業ओは、6üࡀ��
Ί、࣍のાஔ（ߴྸ者ޏ用֬อાஔ）のいずれかを͡ߨなければなら
ない（第̕条）。ʻٛʼ
ᾇ 6üࡀまͰの定年のҾ上͛
ᾈ （˞）用のରとする制のಋೖޏଓܧ年ྸ労働ऀશһߴするر
ᾉ 定年の定Ίのഇࢭ
˞ただし、ฏ��݄̏31日までにܧଓޏ用制度の対象者の基準を労使協定で定Ίてい
る場合は、�4ࡀҎ上の対象者に対してྩ （̓�0��）݄̏31日まで、その基準を適用
することができます。

˘ ޏଓܧまでのࡀ��ະຬの定を定Ίている事業ओまたはࡀҎ上70ࡀ��
用制度をಋೖしている事業ओは、࣍のાஔ（ߴྸ者就業֬อાஔ）の
いずれかを͡ߨることにより、6üࡀからþ0ࡀまͰの҆定ͨ͠ޏ用の֬อ
ब業の֬อにΊͳ͚れͳらͳい。ʻྗٛʼ
ᾇ�70ࡀまでの定の引上げ
ᾈ�70ࡀまでのܧଓޏ用制度等のಋೖ
ᾉ�定の定Ίのഇࢭ
ᾊ�業支ԉ等ાஔ（70ࡀまでܧଓతに業ҕୗܖを締結する制度や
ࣾձݙߩ事業にै事できる制度を労働者のա数代ද者等のಉ意を
得てಋೖ）

˘ɹ労働者の募集ٴͼ࠾用にあたͬて、ྸ制ݶをするときは、求৬者に
対し、ཧ༝を示͞なければならない（第�0条）。

༻
ޏ

���

（ୡまͰ౸ࡀから6üࡀ60）څଓܧ用ޏ年ྸߴ

ɹ定後のܧଓޏ用またはޏ࠶用に際し、定前より賃金がԼする場合に、ऩೖ
のݮগをิてんするのとして、ޏ用อݥ制度によるߴ年ྸޏ用ܧଓ基ຊڅ金ま
たはߴ年ྸ࠶ब৬څ金があります。
ݥະຬの一ൠඃอࡀ��Ҏ上ࡀ間が５Ҏ上ある�0ظ者であͬたݥのඃอݥ用อޏ

者を対象として、ݪ則として�0ࡀҎ߱の֤݄に支払われる賃金が�0ࡀ౸ୡ時の賃
金݄額にൺて、7��ະຬにԼしたঢ়ଶで働きଓける場合に、要݅をຬたせば、
େ1�ˋ（ྩ࠷Ҏ後の֤݄の賃金のࡀ�0 （̓�0��）݄̐１日より࠷େ10ˋ）が、ݪ
則としてࡀ��にୡする݄まで支給͞れます。

6üࡀ以上のޏ用อݥՃೖ

。の適用の対象となりますݥ用อޏ、者ʯとしてݥྸඃอߴҎ上の労働者ʮࡀ��
৬した場合、要݅をຬたすときは、ߴ年ྸٻ৬ऀڅ金として࣍の日数分の基本
ख日額（130ϖʔδ参র）を一時金でड給できます。

ඃ保険者期間 １年未満 １年以上
付金څ৬者ٻ年ྸߴ 30日 50日

また、ྩ̐１݄１日から࢝まͬたʮޏ用อݥϚϧνδϣϒϗϧμʔ制ʯでは、
৬業҆ڞするެҎ上の労働者が、本人のॅॴをࡀ��のいずれの要݅ຬたす࣍
定ॴにਃग़を͏ߦことで、特例తにޏ用อݥのඃอݥ者（Ϛϧνߴ年ྸඃอऀݥ）
となることができます。ਃग़は労働者ࣗがߦいますが、อݥྉは労使でෛ୲します。

ᾇ�ෳのࣄ業ॴにޏ用͞れる6üࡀ以上の労働ऀ
ᾈ�̎つの事業ॴ（１事業ॴにおける１週間のॴ定労働時間が５時間Ҏ上�0時間ະຬ）の
労働時間を߹計͠て、１ि間のॴ定労働時間͕ù0時間以上

ᾉ ̎つの事業ॴのそれͧれのޏ用ࠐݟΈ͕úø日以上

Ϛϧνߴྸඃอݥ者の方は、̎ 事業ॴの͏ͪ１事業ॴのみを৬した場合で、
事業ॴҎ外の事業̎هྸ求৬者給付金をड給することができます。ただし、上ߴ
ॴで就労をしており、৬していない͏１つの事業ॴとその̏つの事業ॴをซ
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څଓܧ用ޏ年ྸߴڅଓܧ用ޏ年ྸߴ

66üüࡀ以上のޏ用อݥՃೖࡀ以上のޏ用อݥՃೖ

༻
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労働߹と

ɹྩ５のௐࠪによると、ਆಸݝには��40の労働合と�73�30人の合
һが、ޏ用の֬อや労働条݅のҡ࣋・վળをࢦして׆ಈしています。
ݖ法͕อোするஂ݁ݑ◆
ɹ労働者はʮޏわれるʯとい͏ऑいཱ場にあり、労働者ݸ人では使用者と対等な
ཱ場になることはࠔです。そこで、労働ऀまとまる（ஂ݁する）͜とͰ、
用ऀと࣮࣭తにରͳཱにͳることが必要になͬてきます。
このたΊにݑ法では、労働者が対等なཱ場で使用者とަবすることができるよ

͏に、労働ऀ͕労働߹Λ݁͠、ަবとஂମߦಈ（ετϥΠΩ）するݖར（労
働ݖࡾ）をอোしています（ݑ法第��条）。また、ݑ法で定Ίられたݖརを۩ମ
తにอোするతで、労働合法が制定͞れています。

◆労働߹法Ͱஂ݁ݖΛ۩ମతにอো
労働߹、労働ऀ͕ࣗओతにつ͘るものͰ͋り、労働ऀ͕２ਓ以上ूまれ

ࣗ༝につ͘る͜と͕Ͱ͖ます。労働߹の݁に͋ͨりிձࣾにಧग़Λͨ͠
り、ঝೝΛಘるඞཁ͋りまͤΜ。（労働߹のʮࣗ༝ઃཱओٛʯ）
わがࠃでは、ا業のै業һで৫するا業ผ労働合がத৺となりますが、৬
業ผや࢈業ผで結ͼ付いているܗଶあります。また、１人でՃೖできる労働
合として合ಉ労（˞）があります。

ɹ労働合を結するには、まず、労働者のԿ人かが集まͬて合をつ͘るたΊ
の準උҕһ（ൃى人）ձを設ஔして、Լ準උを͏ߦことがଟいよ͏です。このҕ
һձにおいて、合設ཱझࢫに基ͮき、合規Ҋやӡಈ方Ҋ（要求Ҋ（˞）ؚ
Ή）、༧算Ҋ（合අ）、һબग़の方法等を࡞し、合結େձでܾ定すれば、
労働合の結となります。
˞要求Ҋは結झࢫのத৺といえます。実ݱしやすい要求ؚΊて、結してྑかͬ
たと思える༰にしましΐ͏。
ͳ͓、以ޙの労ަবΛԁにਐΊるͨΊに、用ऀにର͠て、߹݁の
ͳͲΛ௨する͜と͕まれます（10�ϖʔ໊ࢯ߹һのൣғ、代දऀの、࣮ࣄ
δのʮ労働合結通ॻʯの例͝参র͘だ͞い）。

労ಉ߹˞ とは、一定のҬ等でا業のをӽえ、ओとしてا業に労働合がないதখ
、੶の人などがࠃ用ʯや外ޏࣾһ、ύʔτ、ΞϧόΠτなどʮඇਖ਼規ܖ、業のै業һやا
૬ஊ・Ճೖできる৫で、ϢχΦϯ、Ҭ合ಉ労等の໊শが使用͞れています。
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労働߹法上の労働߹のཁ݅

ɹ労働合の結はࣗ༝ですが、労働߹法上の労働߹と͠てのݖར、อޢΛड
͚るのにඞཁͳཁ͕݅͋ります。
労働合法では、࣍のᶃʙᶇの要݅（第̎条）をॆたすஂମを労働合と定Ί、

使用者のʮෆ労働ߦҝʯ（10�ϖʔδ）をࢭېしたり、労働合のਖ਼なʮ૪ٞߦҝʯ
（111ϖʔδ）に対するܐ事上、ຽ事上の໔を明示するなどのอޢを与えることと
しています。

ᶃ 上Ґతܦࡁଞのͦળվ࣋ҡの݅働労、にతओࣗてͬͳとମओ）͕˞（ऀ働労
Λਤる͜とをओたるతとしていること
ᶄһ、人事ݖをͬ࣋た上ڃཧ৬、労・人事෦ॺのཧ৬等、ࣾൿॻ、ܯඋ
୲のकӴ等（使用者のརӹを代දする者）の参Ճを͞ڐないこと
ᶅ使用者によるஂମのӡӦのたΊのܦཧ上のԉॿをडけないこと
ただし、࣍の場合は例外として͞ڐれます。
・労働時間தに賃金をࣦ͏ことな͘、使用者と協ٞまたはަবすること
・使用者からར厚生等のたΊの基金のد付をडけること
の事ॴを与えられること͞のݶখ࠷・
ᶆࡁڞ事業そのଞར事業のみをతとするのでないこと
ᶇओとして࣏ӡಈまたはࣾձӡಈをతとするのでないこと

なお、ᶃの要݅のみをຬたし、残りの要݅をຬた͞ない合は、ʮݑ法合ʯʮ法
外合ʯとݺばれますが、ݑ法合ݑ法上のอܐ）ޢ事上・ຽ事上の໔、ෆར
ӹ取ѻいの࢘法ࡁٹ）はडけられると͞れています。

◆労働߹法͕労働߹نにٻΊるま͠い߲
合規は合һのࣗओతなஅによͬてܾΊられるきのですが、労働合法

のอࡁٹ・ޢ等をडけるたΊには、労働合のຽओతӡӦを֬อするのとして、ಉ
法第５条にܝげる߲̕（114ϖʔδ参র）の༰を合規に定Ίることが必要です。

労働߹法上の労働߹のཁ݅労働߹法上の労働߹のཁ݅

ऀ働労の上法߹働労˞ とは、賃金、給ྉそのଞこれに準ずるऩೖで生׆する者（第̏条）
をいい、ا業࢈等ؚΊࣦ業した労働者ؚまれるととに、いわΏるϑϦʔϥϯε、
ΪάϫʔΧʔやෛܖ等で働͘者で、その働き方によͬては本条の労働者に֘す
る場合あり、労働合法上のݖརがೝΊられます（労働基४法上の労働ऀよりର
。（いと͞れています
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ஂମަবと労働ڠ

◆ஂମަবと
ɹ労働合の༷ʑな׆ಈのதでॏ要なことは、労働者の労働条݅をվળするた
Ί、労働߹とい͏ஂ݁のྗΛഎܠと͠て用ऀとަবするʮஂମަবʯです。
ɹஂମަবは一ൠతには労働合のଆは合һがあたりますが、ަবをଞの人
（上෦ஂମやห࢜ޢ等）にҕすることできます。使用者ଆは、ձࣾの代ද者（ࣾ
等）の΄か、代ཧ人（労୲һ、ห࢜ޢ等）の場合には、労ଆとಉ༷、
ަব（ଥ結）ݶݖを࣋つ者でなければなりません。

◆労働ڠのҙٛと༗ޮظ間、ޮྗのϧʔϧ
ɹஂମަবなどで߹ҙͨ͠༰Λจॻにͨ͠もの͕ʮ労働ڠʯです。労使ؔ
の҆定のたΊに、ަব後は労働協を締結してお͘ことがॏ要です。
ɹ労働協には、労働合と使用者の྆事者がॺ໊するか໊هԡҹすることが
必要です（労働合法第14条）。労働協に有ޮظ間を定Ίる場合は̏Ҏと
ܾΊられており、それを超えるظ間を定Ίて̏とみな͞れます。定Ίのない
ときは、労働合、使用者のどͪらからで、গな͘と�0日前にॺ໊またはه
໊ԡҹしたจॻで༧ࠂしてղすることができます（労働合法第1�条）。
労働ڠͰ定Ίられͨ労働݅ͳͲと労働ܖब業نଇの༰に૬ҧ͕͋

る߹に、労働ڠの༰͕༏ઌ͠ます（労働ڠのൣنతޮྗ）（労働合
法第1�条）。
ɹ労働協の͏ͪ、合һの労働条݅を定Ίた෦分はݪ則として֘合の合
һにのみ適用͞れます。ただし、一事業場でಉछの労働者の̐分の̏Ҏ上の数の
労働者に適用͞れる労働協は、その事業場のଞのಉछの労働者（ඇ合һ）に
、この協が֦ுして適用͞れます（労働合法第17条）。

ʤҰൠతͳ労働ڠの߲ʥ
˓賃金、労働時間等労働条݅にؔすること
˓ඇ合һのൣғにؔすること（必ਢではない） ˓合׆ಈにؔすること
˓ϢχΦϯ・γϣοϓ制（ձࣾに就৬したらそのձࣾの労働者のա数で৫する労働合
に必ずՃೖしなければならないとい͏制度）にؔすること（締結合意した場合のみ࡞）
˓ஂମަবにؔすること ˓ฏٛ（協有ޮظ間தの૪ٞߦҝࢭې等）にؔすること
˓ۤॲཧにؔすること ˓労使協ٞにؔすること

ˎ協のछྨとして、แׅ協（基ຊ的߲૯ׅ的༰）とݸผ協（߲͝と、また
はަব͝とに࡞）がありますɻ
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◆労働߹݁௨ॻとஂମަবਃೖॻのྫ

労働合結通ॻ
˓�˓݄�˓日

ձࣾࣜג˓˓
ɹ代ද取締�˓˓˓˓�఼
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ˓˓˓労働合
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹࣥߦҕһ�˓˓˓˓
ɹࢲたͪ˓˓ࣜגձࣾで働͘労働者は、˓ ˓݄ ˓日、˓˓˓労働合を結しまし
たので、Լهのとおりһの໊ࢯをఴえ、͝通いたします。

ه
ɹɹɹɹࣥߦҕһ�˓˓˓˓ ɹɹɹɹɹɹɹɹࣥߦҕһ�˓˓˓˓
ɹɹɹɹ෭ࣥߦҕһ�˓˓˓˓ɹɹɹɹɹɹɹ ˓˓˓˓�ҕһߦࣥ
ɹɹɹɹॻɹهɹ�˓˓˓˓ ɹɹɹɹɹɹɹɹࣥߦҕһ�˓˓˓˓

ˎԼه、ஂަਃೖॻとあわせてఏग़するのが一ൠతです。

ஂମަবਃೖॻ
˓�˓݄�˓日

（あてઌ、໊ٛは、結通ॻにಉ͡）
ɹԼهのとおりஂମަবをਃしೖれますので、˓�˓݄�˓日までに否を͝回Լ
͞い。

ه
１ɽ日ɹ時ɹ˓�˓݄�˓日�˓時�または、˓�˓݄�˓日から�˓݄�˓日までの休日

を除͘ظ間தにおいて、労使方が合意し得る日時（̎時間ఔ度）
̎ɽ場ɹॴɹձࣾձٞࣨ
̏ɽग़੮者ɹ合�ࣥߦҕһ、෭ࣥߦҕһ、ॻه、ࣥߦҕһ�˓人
ɹɹɹɹɹɹٴͼձࣾһ
̐ɽަব事߲

。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・）１（
。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・）̎（
。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・）̏（

ˎ要求等༰を؆ܿにՕ条ॻきでهすか、ผ్ৄしい要求ॻをఏग़する方法あります。
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ෆ労働ߦҝと

ɹ労働合法第̓条では、労働合のஂ結やਖ਼な׆ಈをげるよ͏な使
用者のߦҝをʮෆ労働ߦҝʯとして͡ې、労使ؔの基本తなϧʔϧを
อোしています。
ɹ通ৗ、ෆ労働ߦҝとは、࣍の５つのߦҝをࢦします。

ᶃ�労働者が労働合の合һであること、労働合にՃೖし、し͘は、
労働合を結しよ͏としたこと、または労働合のਖ਼なߦҝをͬߦ
たことをཧ༝としてղޏそのଞのෆརӹऔѻいをすること
ᶄ�労働者が労働合にՃೖしないこと、し͘は労働合からୀするこ
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ɹෆ労働ߦҝのࡁٹ
ɹෆ労働ߦҝがߦわれたときは、労働者・労働合は、労働ҕһձ（113
ϖʔδ参র）にࡁٹをਃしཱてることができます。
ɹࡁٹਃཱてがあͬた場合、労働ҕһձはෆ労働ߦҝの事実の有ແを৹
ࠪし、ෆ労働ߦҝに֘するとஅすれば、໋ྩをग़してࡁٹをਤります。
ෆ労働ߦҝのࡁٹਃཱて͕Ͱ͖るの、ෆ労働ߦҝ͕͋ͬͨとされ

る日（ܧଓするߦҝͰͦのޙ࠷の日）から１年以です。労働合は、
労働合法の֨ࢿ要݅をඋえていることをূ明するたΊのॻྨ必要です。

��� ���



˞�ʮਖ਼なཧ༝ʯの有ແは、ஂମަবの۩ମత事によりஅ͞れ
ますが、例えば、࣍のよ͏な場合、ਖ਼ͳཧ༝͕ͳいஂମަবڋ൱
にあたります。

˓�合ଆの要求がաେである、ܦӦঢ়ଶがྑ͘ない等のཧ༝でஂମ
ަবをڋ否する場合
˓�ҧ法・ෆな条݅を付けて、それをຬた͞なければԠ͡ないとす
る場合
˓合のަবҕһの֨ࢿの有ແをとしてڋ否する場合
˓�།一ަবஂମ（ձࣾが、この合をࣾで།一のަবஂମと
してೝΊ、ଞのいかなるஂମとஂମަবはߦわないとした取ܾ
Ί）や合һがগ数であるとい͏ཧ༝でڋ否する場合
˓�ஂ ମަবにはԠ͡たが、要求に対するだけでそのࠜڌや対ఏ
Ҋをग़͞ないなど、みせかけのަবにす͗ない場合
˓�ஂ ମަবのਐߦをނ意に引きԆばしたり、合意がཱしてจॻ
Խをڋ否したりする場合

ɹまた、合のަবਃೖれをແࢹしてݸผの労働者とަবする
ことは、一ൠతには支հೖ（ࠨϖʔδのᶆ）にあたります。
ɹなお、例によると、のޏ用ओではないݩձࣾなどがԼ
ձࣾの労働者の基本తな労働条݅をݱ実తかつ۩ମతに支、ܾ定
することができる場合には、ஂମަবにԠ͡なければならないとし
たのがあります。また、ݣઌは、労働者ݣ法上ݣઌが
をෛͬている෦分等については、ݣ労働者がՃೖする労働合か
らのஂମަবはڋ否できない場合あると考えられています。
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૪ٞߦҝと

ɹ労働合は、使用者とஂମަবをੵみॏͶて労働条݅等ののղܾを
ਤることが基本ですが、労使の意ݟがなかなか一கしない場合に、ओுを
ೝΊ͞せるख段として૪ٞߦҝを͏ߦことができます。
૪ٞߦҝには、労働ྗのఏڙをఀࢭするετϥΠΩ（ετ）やෆશな

ঢ়ଶで働͘ଵ業（αϘλʔδϡ）などがあります。

◆ਖ਼ͳ૪ٞߦҝにରするຽࣄ໔、ࣄܐ໔（労働合法第１条、第８条）
ਖ਼な૪ٞߦҝに対して、使用者はଛഛঈを求することはできませ

ん（ຽࣄ໔）し、൜ࡑとしてേせられることありません（ࣄܐ໔）。
しかし、૪ٞߦҝに͏ྗのߦ使は、どのよ͏な場合で͞ڐれません。
なお、ਖ਼な૪ٞߦҝをཧ༝として合һに対しෆརӹ取ѻいをするこ

とは、ෆ労働ߦҝ（10�ϖʔδ参র）となります。
◆૪ٞߦҝの࠷限の制限（労働ؔௐ法第3�条）
૪ٞߦҝにい͘つかの制ݶがあります。ετதで、事業ॴの人໋

の҆શやӴ生อ࣋のたΊに必要なࢪ設は、通ৗとಉ͡よ͏にҡ࣋͞れなけ
ればなりません。
◆ެӹࣄ業に͓͚る૪ٞ༧ࠂ௨（労働ؔௐ法第37条）
ిंやόε、පӃ、ిؾ、Ψεձࣾなど日ৗ生׆にෆՄܽなެӹ事業で

૪ٞߦҝを͏ߦ場合は、૪ٞߦҝを։࢝する日の10日前まで（通をఏग़
した日のཌ日から૪ٞߦҝの։࢝日の前日までのظ間が10日Ҏ上必要（
日ؚΉ））にあらか͡Ίಓݝ事（または厚生労働େਉ）とಓݝ労
働ҕһձ（またはதԝ労働ҕһձ）に通をしなければなりません。
◆૪ٞߦҝのಧग़（労働ؔௐ法第̕条）
実際に૪ٞߦҝをͬߦた場合は、ただͪにಓݝ事または労働ҕһ

ձにそのࢫをಧけग़ること必要です（ޱ಄あるいはి等によること
Մ）。
また、ਆಸݝの૪ٞߦҝの実ࢪঢ়گについて、かながわ労働ηϯλʔ
。ͼ労働ҕһձからい合わせをしますので、͝協ྗ͘だ͞いٴ
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ެӹࣄ業に͓͚る૪ٞߦҝ༧ࠂ௨のྫެӹࣄ業に͓͚る૪ٞߦҝ༧ࠂ௨のྫެӹࣄ業に͓͚る૪ٞߦҝ༧ࠂ௨のྫ

૪ٞ行ҝ༧ࠂ௨ॻ
○○年○月○日

ਆಸݝ労働ҕһ会会長　఼
○○市○○町○○番地

○○○○○労働組合
ࣥ行ҕһ長　○○○○

　労働ؔௐ法第37条のن定により࣍のとおり௨します。
１　૪ٞ行ҝの的

　金Ҿ上͛、４月以߱組合һ１人平均ʷʷʷԁ（定ঢ別）֫
ಘのため

２　૪ٞ行ҝの日時
　　○月○日以߱ղ決の日まで
３　૪ٞ行ҝの場所
　　○○市○○町○○番地　○○පӃのશ৬場
４　૪ٞ行ҝの֓要

　લ項に͛ܝる場所において、શ໘的または෦的に࿈ଓまたは
அଓ的に業務をఀࢭする。ただし、保҆要һएׯ名は֬保する。

５　૪ٞ行ҝ࣮ࢪにࢸるまでの経過
　○月○日以߱数ճにわたりஂ体ަবをॏͶたが、いまだ具体的な
ֹがࣔされず、○月○日組合େ会の݁Ռ、スτ֬ݖ立（ʷˋ）、લ記の
期間、要ٻ؏పのため࣮ྗ行ࢪ࣮を決定した。

（注）ਆಸݝ事あてにಉҰจをఏग़することが必要です。
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労働ҕһձのࣄ

労働ҕһձは、ಓ͝ݝとに設けられているಠཱしてݶݖをߦ使する
、労働૪ٞのௐ（あͬせん、ௐఀ、ࡁٹ・ҝの৹ࠪߦで、ෆ労働ؔػ
ࡋ）、労働合の֨ࢿ৹ࠪなどの事をしています。
◆ෆ労働ߦҝの৹ࠪɾ໋ࡁٹ令
ɹ労働合からʮձࣾが合һに対してݏがらせやୀקをͬߦたʯな
どと、ෆ労働ߦҝ（10�ϖʔδ参র）のࡁٹਃཱてがあͬた場合、労働ҕ
һձはෆ労働ߦҝの事実の有ແを৹ࠪし、ෆ労働ߦҝに֘すると
அすれば、໋ྩをग़してࡁٹをਤります。
ෆ労働ߦҝのࡁٹਃཱて͕Ͱ͖るの、ෆ労働ߦҝ͕͋ͬͨとされ

る日（ܧଓするߦҝͰͦのޙ࠷の日）から１年以Ͱす。
◆労働૪ٞのௐ
ɹ労働૪ٞがൃ生し、ࣗओతなղܾがࠔな場合には、し合いによるղ
ܾのたΊのԉॿとして、あͬせんなどのௐをすることあります。
◆労働߹の֨ࢿ৹ࠪ
ෆ労働ߦҝのࡁٹਃཱてや、労働合が法人ొهのखଓをする場合な

どに、労働合法の֨ࢿ要݅をඋえているかど͏かの৹ࠪをしています（ӈ
ϖʔδ参র）。労働合は、労働合法の֨ࢿ要݅をඋえていることをূ明
するたΊのॻྨの用意が必要です。

˓労働૪ٞのௐ（あͬせんなど）については、労働者ݸ人のਃはでき
ません。ただし、ݸ人ので労働合が取り上げ、ਃした場合には、
取りѻ͏ことができます。
˓ਆಸݝ労働ҕһձでは、ݸผ労働ؔฆ૪（ݸʑの労働者と事業ओと
の間の労働条݅そのଞの労働ؔにؔするฆ૪）のあͬせんͬߦてい
ます。この場合のあͬせんのਃは労働ηϯλʔでडけ付けます。

ˎҎ上のৄࡉは、ʮかͳ͕わ労働ҕһձϋϯυϒοΫʯ（34�1�վగ൛）を͝ཡ͘だ͞い。
ਆಸݝ労働ҕһձϗʔϜϖʔδ IUUQT���XXX�QSFG�LBOBHBXB�KQ�EPDT�BO��SPVJ�JOEFY�IUNM
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߹نに定Ίる͜と͕ٻΊられる߲（労働合法第５条第߲̎）

ɹ労働合法では、労働合のຽओੑ・ࣗओੑを֬อするたΊ合規に
උえなければならない࠷খݶののとして̕つの߲をあげ、これらの߲
をඋえていないと、ෆ労働ߦҝのࡁٹਃཱてなど、法上に定Ίるखଓ
きができないとしています。
そのたΊ、労働ҕһձによる֨ࢿ৹ࠪͰ、߹نに࣍の定Ί͕͋る

かͲ͏か͕֬ೝされます。

ᶃ合の໊শ
ᶄओたる事ॴのॴࡏ
ᶅ合һは合のすてのに参Ճすることができ、また、ฏ等な取ѻい
をडけるݖརがあること
ᶆどんな人であらΏる場合に、その人の人छ、फڭ、ੑ ผ、または
分をཧ༝に合һの֨ࢿをୣわれないこと
ᶇ合のһは、合һ（または代ٞһ（࿈合ஂମである労働合等の場合））
のແ໊هථでબڍすること
ᶈ૯ձ（େձ）はຖ１回Ҏ上։͘こと
ᶉすてのݯࡒとその使్、ओなدෟ者の໊ࢯฒͼにࡏݱのܦཧঢ়گを示
すձ計ใࠂをຖ１回Ҏ上合һにެදすること、その際には合һに
よͬてҕ͞れたʮ৬業として、ձ計ࠪをすることができる人ʯのʮこ
のձ計ใࠂはਖ਼֬であるʯとい͏ূ明ॻをఴえなければならないこと
ᶊಉໍඁ業（ετϥΠΩ）は、合һ（または代ٞһ（࿈合ஂମである労働
合等の場合））のແ໊هථにより有ޮථ数のա数がࢍしな
ければ։࢝しないこと
ᶋ合規のվਖ਼には、ແ໊هථによる合һ（または代ٞһ（࿈合
ஂମである労働合等の場合））શһのա数のࢍが必要なこと

なお、労働合法上の労働合の要݅（労働合法第̎条）について、10�ϖʔδ
あわせて͝参র͘だ͞い。

߹نに定Ίる͜と͕ٻΊられる߲߹نに定Ίる͜と͕ٻΊられる߲
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労働ऀの҆શと݈߁ΛकるͨΊに

҆શな৬場ڥは、賃金や労働時間とฒͿॏ要な労働条݅です。
まず、労働ܖ法第５条において、用ऀ、労働ऀのੜ໋、ମの҆શΛ
֬อ͠つつ労働する͜と͕Ͱ͖るよ͏ྀす͖ٛ（҆શྀٛ）Λෛ͏と
規定しています。
また、৬場における労働者の҆શと݈߁を֬อするととに、շ適な৬場ڥ

のܗをతとしてʮ労働҆શӴ生法ʯが制定͞れています。͞らに、この法
に基ͮいた労働҆શӴ生規則等によͬて、۩ମతな基準が規定͞れています。
基࠷するͨΊに、労働҆શӴੜ法Ͱ定ΊられͨࢭΛࡂ業ऀ、労働ࣄ

४Λकる͚ͩͰͳ͘、շ適ͳ৬ڥΛつ͘り、労働݅Λվળする͜とͰ、労
働ऀの҆શと݈߁Λकらͳ͚れͳりまͤΜ。
ɹಉ༷に、労働者労働ࡂをࢭするたΊに必要な事߲をकり、事業者等が実
。のાஔに協ྗするよ͏にΊなければなりませんࢭࡂする労働ࢪ

ࡦ͖労働҆શӴੜ法に͓͚るओͳ҆શӴੜରͣߨ業ऀ͕ࣄ

◆҆શӴੜཧମ制のཱ֬（第10条ʙ第1�条の̎）
˓一定規Ҏ上の事業場等では૯ׅ҆શӴੜཧऀ、҆શཧऀ、Ӵੜཧऀ、
҆શӴੜਪਐऀ、࢈業ҩ等をબするととに҆શӴੜҕһձ等を設ஔするな
どにより、事業場の҆શӴੜཧମ制をཱ֬しなければなりません。
業ҩに対し、時間外・休日労働時間が１か݄あ࢈、業ҩをબした事業者は࢈˓
たり�0時間を超えた労働者の໊ࢯ・֘労働者にる֘超えた時間にؔする
ใなど、࢈業ҩが労働者の݈߁ཧ等を適に͏ߦたΊに必要なใをఏڙ
しなければなりません。

◆労働ऀのݥةま݈ͨ߁োΛࢭするͨΊのાஔ（第�0条ʙ第3�条）
˓事業者は労働者のݥةまたは݈߁োをࢭするたΊに必要なાஔを͡ߨなけ
ればならず、͞らに労働者を就業͞せるݐ設そのଞの࡞業場のอશฒͼに
のたΊに必要な࣋ͼ生໋のอٴل෩、߁র明、อԹ等、労働者の݈、ޫ࠾、ؾ
ાஔを͡ߨなければなりません。

ࡦ͖労働҆શӴੜ法に͓͚るओͳ҆શӴੜରͣߨ業ऀ͕ࣄࡦ͖労働҆શӴੜ法に͓͚るओͳ҆શӴੜରͣߨ業ऀ͕ࣄ

ˎࣾձঢ়گのมԽを౿まえ、ྩ̏1�݄に事ॴӴ生基準規則ٴͼ労働҆શӴ生規則がվਖ਼͞
れ、ྸ、ੑผ、োの有ແなどଟ༷な労働者にとͬて働きやすいڥをඋするたΊ、র度
やԹ度の基準、ศॴの設ஔ基準や休ཆॴ等の設උについてݟ͞れています。
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労働ऀの҆શと݈߁ΛकるͨΊに

҆શな৬場ڥは、賃金や労働時間とฒͿॏ要な労働条݅です。
まず、労働ܖ法第５条において、用ऀ、労働ऀのੜ໋、ମの҆શΛ
֬อ͠つつ労働する͜と͕Ͱ͖るよ͏ྀす͖ٛ（҆શྀٛ）Λෛ͏と
規定しています。
また、৬場における労働者の҆શと݈߁を֬อするととに、շ適な৬場ڥ

のܗをతとしてʮ労働҆શӴ生法ʯが制定͞れています。͞らに、この法
に基ͮいた労働҆શӴ生規則等によͬて、۩ମతな基準が規定͞れています。
基࠷するͨΊに、労働҆શӴੜ法Ͱ定ΊられͨࢭΛࡂ業ऀ、労働ࣄ

४Λकる͚ͩͰͳ͘、շ適ͳ৬ڥΛつ͘り、労働݅Λվળする͜とͰ、労
働ऀの҆શと݈߁Λकらͳ͚れͳりまͤΜ。
ɹಉ༷に、労働者労働ࡂをࢭするたΊに必要な事߲をकり、事業者等が実
。のાஔに協ྗするよ͏にΊなければなりませんࢭࡂする労働ࢪ

ࡦ͖労働҆શӴੜ法に͓͚るओͳ҆શӴੜରͣߨ業ऀ͕ࣄ

◆҆શӴੜཧମ制のཱ֬（第10条ʙ第1�条の̎）
˓一定規Ҏ上の事業場等では૯ׅ҆શӴੜཧऀ、҆શཧऀ、Ӵੜཧऀ、
҆શӴੜਪਐऀ、࢈業ҩ等をબするととに҆શӴੜҕһձ等を設ஔするな
どにより、事業場の҆શӴੜཧମ制をཱ֬しなければなりません。
業ҩに対し、時間外・休日労働時間が１か݄あ࢈、業ҩをબした事業者は࢈˓
たり�0時間を超えた労働者の໊ࢯ・֘労働者にる֘超えた時間にؔする
ใなど、࢈業ҩが労働者の݈߁ཧ等を適に͏ߦたΊに必要なใをఏڙ
しなければなりません。

◆労働ऀのݥةま݈ͨ߁োΛࢭするͨΊのાஔ（第�0条ʙ第3�条）
˓事業者は労働者のݥةまたは݈߁োをࢭするたΊに必要なાஔを͡ߨなけ
ればならず、͞らに労働者を就業͞せるݐ設そのଞの࡞業場のอશฒͼに
のたΊに必要な࣋ͼ生໋のอٴل෩、߁র明、อԹ等、労働者の݈、ޫ࠾、ؾ
ાஔを͡ߨなければなりません。
ˎࣾձঢ়گのมԽを౿まえ、ྩ̏1�݄に事ॴӴ生基準規則ٴͼ労働҆શӴ生規則がվਖ਼͞
れ、ྸ、ੑผ、োの有ແなどଟ༷な労働者にとͬて働きやすいڥをඋするたΊ、র度
やԹ度の基準、ศॴの設ஔ基準や休ཆॴ等の設උについてݟ͞れています。
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◆労働ऀのब業に͋ͨͬてのાஔ（第��条ʙ第��条）
˓事業者は、労働者をޏいೖれたときまたは労働者の࡞業༰をมߋしたときに
は҆શӴ生ڭҭをߦわなければなりません。
˓ΫϨʔϯӡసなど一定の業については、໔ڐをडけた者、一定のٕߨशを
मྃした者等でなければ就業͞せてはなりません。
˓தߴྸ者など就業にあたͬて特にྀを必要とする者については、適ਖ਼な
ஔをするよ͏にΊなければなりません。

◆労働ऀの݈߁のอ࣋増ਐのͨΊのાஔ（第��条ʙ第70条）
ʻ݈߁அʼ
˓事業者は、労働者をޏいೖれるときやܧଓޏ用するときなどには、݈߁அを
な業である場合は、特ผな݈わなければなりません。事業場の業が有ߦ
わなければなりません（ύʔτλΠϜ労働者につߦを（அ߁特घ݈）அ߁
いては��ϖʔδ参র）。また、有ॴݟ者については、݈߁อ࣋のたΊに必要な
ાஔについてҩࢣ等の意ݟをௌき、労働者の実を考ྀして適なાஔを͡ߨ
なければなりません。
ʻडಈ٤Ԏࢭʼ
˓事業者は、ࣨまたはこれに準ずるڥにおける労働者のडಈ٤Ԏ（݈߁増ਐ
法にن定するもの）ΛࢭするたΊ、事業者ٴͼ事業場の実にԠ͡適なા
ஔを͡ߨるよ͏にΊなければなりません。
ʻࢀরʼ৬に͓͚るडಈ٤ԎࢭのたΊのΨΠυϥΠϯ（ྩݩ݄̓̍基ൃ���1第̍号）
IUUQT���XXX�NIMX�HP�KQ�DPOUFOU������4�1��QEG

ʻετϨενΣοΫ制ʼ
˓事業者は、ৗ時使用する労働者に対して、ҩࢣ、อ݈ࢣによる৺ཧతͳෛ୲
のఔΛѲするͨΊのࠪݕ（ετϨενΣοΫ）Λຖ年１ճ࣮͠ࢪͳ͚れ
ͳりまͤΜ（労働者数�0人ະຬの事業場は、分の間ྗٛ）。
、の結Ռ、一定の要݅に֘する労働者からਃग़があͬた場合、事業者はࠪݕ˓
ҩࢣによる໘ࢦಋを実ࢪし、その結Ռに基ͮき、ҩࢣの意ݟをௌき、必要に
Ԡ͡࡞業のస、労働時間のॖ等の就業上のાஔを͡ߨなければなりません。
なお、ҩࢣ等はࠪݕ結Ռを本人のಉ意な͘、事業者にఏڙすることはできませ
ん。また、事業者は労働者に対して、໘ࢦಋのਃग़等をཧ༝とするෆརӹな
取ѻいをしてはいけません。
ʻࢀরʼετϨενΣοΫ੍؆୯ಋೖϚχϡΞϧ（��1�݄̓ߋ৽）
IUUQT���XXX�NIMX�HP�KQ�DPOUFOU�����������QEG

ˎϝϯλϧϔϧε（ここΖの݈߁）にؔする૬ஊ૭ޱは、13�ϖʔδを͝参র͘だ͞い。
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労働ऀの҆શと݈߁ΛकるͨΊに

◆労働ऀの݈߁のอ࣋増ਐのͨΊのાஔ（લϖʔδよりつ͖ͮ）
ʻ時間労働ऀにରする໘ࢦಋʼ
˓事業者は、時間外・休日労働時間が１か݄あたり�0時間を超えた労働者
に対し、やかに֘超えた時間にؔするใを通しなければなりま
せん。
˓事業者は、時間外ɾ休日労働時間͕１か月͋ͨりÿ0時間Λ͑、かつർ
労のੵ͕ೝΊられる労働ऀ͕ਃग़Λͨ͠߹、ҩࢣによる໘ࢦಋ
をߦわなければなりません。
˓事業者は、時間外・休日労働時間が１か月͋ͨりø00時間Λ͑るڀݚ։
ൃ業にै事する労働者に対し、労働者のਃग़なしにҩࢣによる໘ࢦ
ಋをߦわなければなりません。
˓上هの໘ࢦಋを実ࢪするたΊ、事業者は、λΠϜΧʔυύιίϯ
の用時間のهの؍٬తͳํ法ͦのଞの適ͳํ法により、労働ऀ
（労働基४法ୈûøに定ΊるऀٴͼΈͳ͠労働時間制͕適用される労働
ऀΛؚΉ）の労働時間のঢ়گΛѲしなければなりません。
度ϓϩϑΣογϣφϧ制度適用者（3�ϖʔδ参র）について事業者ߴ˓
は݈߁ཧ時間をѲし、１週間あたりの݈߁ཧ時間が40時間を超え
た場合における、その超えた時間が１か݄あたり100時間を超える適用労
働者に対し、ҩࢣによる໘ࢦಋをߦわなければなりません。

ա労ࢮと労ࡂೝ定基४のվਖ਼

ۙ、わがࠃではա労ࢮ等がଟൃしてେきなࣾձとなͬています。
ա労ࢮ等は、本人やそのՈだけでな͘、ࣾ ձにとͬてେきなଛࣦです。
はա労ࢮࢭରࡦਪਐ法に基ͮき、ա労ࢮ等のないࣾձの実ݱを

ࢦしているとこΖですが、この法ではʮա労ࢮ等ʯをӈのとおり定ٛ
ͮけています。

ա労ࢮと労ࡂೝ定基४のվਖ਼ա労ࢮと労ࡂೝ定基४のվਖ਼
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労働ऀの҆શと݈߁ΛकるͨΊに

◆労働ऀの݈߁のอ࣋増ਐのͨΊのાஔ（લϖʔδよりつ͖ͮ）
ʻ時間労働ऀにରする໘ࢦಋʼ
˓事業者は、時間外・休日労働時間が１か݄あたり�0時間を超えた労働者
に対し、やかに֘超えた時間にؔするใを通しなければなりま
せん。
˓事業者は、時間外ɾ休日労働時間͕１か月͋ͨりÿ0時間Λ͑、かつർ
労のੵ͕ೝΊられる労働ऀ͕ਃग़Λͨ͠߹、ҩࢣによる໘ࢦಋ
をߦわなければなりません。
˓事業者は、時間外・休日労働時間が１か月͋ͨりø00時間Λ͑るڀݚ։
ൃ業にै事する労働者に対し、労働者のਃग़なしにҩࢣによる໘ࢦ
ಋをߦわなければなりません。
˓上هの໘ࢦಋを実ࢪするたΊ、事業者は、λΠϜΧʔυύιίϯ
の用時間のهの؍٬తͳํ法ͦのଞの適ͳํ法により、労働ऀ
（労働基४法ୈûøに定ΊるऀٴͼΈͳ͠労働時間制͕適用される労働
ऀΛؚΉ）の労働時間のঢ়گΛѲしなければなりません。
度ϓϩϑΣογϣφϧ制度適用者（3�ϖʔδ参র）について事業者ߴ˓
は݈߁ཧ時間をѲし、１週間あたりの݈߁ཧ時間が40時間を超え
た場合における、その超えた時間が１か݄あたり100時間を超える適用労
働者に対し、ҩࢣによる໘ࢦಋをߦわなければなりません。

ա労ࢮと労ࡂೝ定基४のվਖ਼

ۙ、わがࠃではա労ࢮ等がଟൃしてେきなࣾձとなͬています。
ա労ࢮ等は、本人やそのՈだけでな͘、ࣾ ձにとͬてେきなଛࣦです。
はա労ࢮࢭରࡦਪਐ法に基ͮき、ա労ࢮ等のないࣾձの実ݱを

ࢦしているとこΖですが、この法ではʮա労ࢮ等ʯをӈのとおり定ٛ
ͮけています。

ʲա労ࢮ等ࢭ対ࡦਪਐ法におけるʮա労ࢮ等ʯr
・業におけるաॏͳෛՙによる݂ױ࣬ɾ৺ଁ࣬ױをݪҼとするࢮ
・業におけるڧい৺ཧతෛՙによるਫ਼ਆোΛݪҼとするࣗࡴによるࢮ
ױਫ਼ਆ࣬、ױ৺ଁ࣬・ױらないが、これらの݂࣬ࢸにはࢮ・

ɹ時間にわたるաॏな労働は、ർ労のੵをたらす࠷ॏ要な要Ҽと考
えられ、͞らには・৺ଁ࣬ױとのؔ࿈ੑがڧいとい͏ҩֶతݟが得られ
ています。
ɹ・৺ଁ࣬ױにかかる労ࡂอݥの適用については、ʮ݂පมΛஶ͘͠増
ѱさͤる業による݂ٴױ࣬ͼੑ݂ڏ৺࣬ױのೝ定基४ʯ（ྩ̏̕
݄14日基ൃ0�14第１߸）によりஅ͞れますが、時間外労働がいわΏるա労ࢮ
ϥΠϯ（˞）にୡしていな͘て、労働時間Ҏ外のෛՙ要Ҽ考ྀ͞れます。

ɹまた、ա労や業上のετϨεによりൃするਫ਼ਆো（͏つපなど）の
労ࡂೝ定については、ʮ৺ཧతෛՙによるਫ਼ਆোのೝ定基४ʯ（ྩ５̕
݄１日基ൃ0�01第̎߸）により、
ɹᶃೝ定基準の対象となるਫ਼ਆোをൃපしていること
ɹᶄ�ೝ定基準の対象となるਫ਼ਆোのൃප前おおΉͶ̒か݄の間に、業に
よるڧい৺ཧతෛՙがೝΊられること

ɹᶅ業Ҏ外の৺ཧతෛՙやݸମଆ要ҼによりൃපしたとはೝΊられないこと
のいずれの要݅ຬたす場合に、ೝ定͞れます。
ɹᶄのʮ業によるڧい৺ཧతෛՙʯについては、ೝ定基準におけるʮ業
による৺ཧతෛՙධՁදʯにより૯合తにஅ͞れます。
ɹ৺ཧతෛՙのධՁ対象としては、ύϫʔϋϥεϝϯτにՃえ、ྩ５̕
݄のೝ定基準վਖ਼により、いわΏるΧελϚʔϋϥεϝϯτ（1��ϖʔδ参
র）や、ײછ等のϦεΫのߴい業にै事すること、またੑతࢤ・ੑࣗ
ೝにؔするਫ਼ਆతܸ߈等ؚまれることが明͞هれました。

˞ա労ࢮϥΠϯとは
ɹ�පؾやࢮ、ࣗࡴにࢸるϦεΫが時間労働にىҼするのだとೝ定する基準のことを
いい、ʮൃલ１か月間に͓͓ΉͶø00時間ʯあるいはʮൃલ２ʙ̒か月間にわͨͬて
１か月ͨり͓͓ΉͶÿ0時間ʯを超える時間外労働がある場合は、業とൃとのؔ
ੑがڧいと͞れています。
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৬のϋϥεϝϯτڐされまͤΜɹ法తとରॲ法

৬場のい͡Ί、ݏがらせや、いわΏるηΫϋϥ、ύϫϋϥなど、ʮ৬場のϋϥ
εϝϯτʯがࣾձతなとなͬています。

૬खをইつける意ਤがある場合はͪΖん、意ਤ（ѱؾ）がな͘て場合によ
りϋϥεϝϯτとなります。また、తな૬खだけでな͘、ࣗ分のまわりにい
る人、間తな૬खؚまれます。
ʮ৬のϋϥεϝϯτʯ、働͘ਓのଚݫਓ֨Λ৵するڐされͳいߦҝͰす。
ϋϥεϝϯτのߦҝ者は、৬場ڥをѱԽ͞せたことでռॲ分をडけたり、

͞らに、ඃ者からෆ法ߦҝとしてଛഛঈٻをडける場合があります。ྗ
やڴഭについてはܐ法上のを͞ٴれることあります。
また、ا業（使用者）がをりながら์ஔしていた場合などは、࣍のよ͏

な法తをわれることがあります。

１ ഛঈ（ຽ法ୈþ0Ā）ҝによるଛߦ用ऀのෆ法
使用者のߦҝがそのݶݖ（業໋ྩݖ、人事ݖなど）のൣғをҳし、また、

ཞ用とධՁ͞れ、労働者のݖརの৵とଛのൃ生（人֨ݖの৵、ਫ਼ਆతۤ௧
など）がೝΊられれば、ෆ法ߦҝとして使用者のをわれることがあります。
２ 用ऀの（ຽ法ୈþøü）
労働者間のߦҝが使用者の事業のࣥߦにؔ࿈してߦわれたので、ଞの労働者

のෆ法ߦҝをߏするとೝΊられれば、そのෆ法ߦҝについて使用者のを
われることがあります。
３ （法ୈ５、ຽ法ୈûøüܖ労働）（҆શྀٛҧ）ߦෆཤ࠴
使用者がϋϥεϝϯτを์ஔしたり、ೝしたりしていると、使用者が労働者

に対して労働ܖ上ෛͬている࠴のෆཤߦ（҆શྀٛҧ）によりଛ
。ഛঈをわれることがあります

Ұൠ的にϋϥεϝϯτとは
　　ࣗの意ਤʹؔな͘、
　　　人に対して、不շײを༩えたり、ࠔらせたりするݴಈଶ度のこと

ʮˎϋϥスϝϯτʯについて、法的な定ٛはありませΜ。
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৬のϋϥεϝϯτڐされまͤΜɹ法తとରॲ法

৬場のい͡Ί、ݏがらせや、いわΏるηΫϋϥ、ύϫϋϥなど、ʮ৬場のϋϥ
εϝϯτʯがࣾձతなとなͬています。

૬खをইつける意ਤがある場合はͪΖん、意ਤ（ѱؾ）がな͘て場合によ
りϋϥεϝϯτとなります。また、తな૬खだけでな͘、ࣗ分のまわりにい
る人、間తな૬खؚまれます。
ʮ৬のϋϥεϝϯτʯ、働͘ਓのଚݫਓ֨Λ৵するڐされͳいߦҝͰす。
ϋϥεϝϯτのߦҝ者は、৬場ڥをѱԽ͞せたことでռॲ分をडけたり、

͞らに、ඃ者からෆ法ߦҝとしてଛഛঈٻをडける場合があります。ྗ
やڴഭについてはܐ法上のを͞ٴれることあります。
また、ا業（使用者）がをりながら์ஔしていた場合などは、࣍のよ͏

な法తをわれることがあります。

１ ഛঈ（ຽ法ୈþ0Ā）ҝによるଛߦ用ऀのෆ法
使用者のߦҝがそのݶݖ（業໋ྩݖ、人事ݖなど）のൣғをҳし、また、

ཞ用とධՁ͞れ、労働者のݖརの৵とଛのൃ生（人֨ݖの৵、ਫ਼ਆతۤ௧
など）がೝΊられれば、ෆ法ߦҝとして使用者のをわれることがあります。
２ 用ऀの（ຽ法ୈþøü）
労働者間のߦҝが使用者の事業のࣥߦにؔ࿈してߦわれたので、ଞの労働者

のෆ法ߦҝをߏするとೝΊられれば、そのෆ法ߦҝについて使用者のを
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３ （法ୈ５、ຽ法ୈûøüܖ労働）（҆શྀٛҧ）ߦෆཤ࠴
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に対して労働ܖ上ෛͬている࠴のෆཤߦ（҆શྀٛҧ）によりଛ
。ഛঈをわれることがあります

Ұൠ的にϋϥεϝϯτとは
　　ࣗの意ਤʹؔな͘、
　　　人に対して、不շײを༩えたり、ࠔらせたりするݴಈଶ度のこと

ʮˎϋϥスϝϯτʯについて、法的な定ٛはありませΜ。
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のͨΊのાஔ͕ٛ͋りますࢭ業ओにϋϥεϝϯτࣄ

事業ओはޏ用するすての労働者等に対し、৬場におけるϋϥεϝϯτについ
て、ޏ用ཧ上必要なાஔ等（1��ϖʔδ参র）を͡ߨる必要があります。
ηΫγϡΞϧϋϥεϝϯτ（1�1ϖʔδ）、৷・ग़࢈・ҭࣇ休業等にؔするϋ

ϥεϝϯτ（1��ϖʔδ）、ύϫʔϋϥεϝϯτ（1�3ϖʔδ）について、適な
ાஔを͡ߨない事業ओに対しては、それͧれの法に基ͮき、ࠃからߦࢦಋの
対象と͞れる場合があります。また、τϥϒϧのૣظղܾのたΊには、ಓݝ
労働ہを通͡てʮฆ૪ղܾԉॿʯやʮௐఀʯの制度をར用できる場合あります。

৬のϋϥεϝϯτに͋ͬͨら ͻとりͰまͣに、まͣ૬ஊΛ

දࣔΛするࢥ൱のҙڋ◆
。て、はͬきりと૬खにえることがେですͬ࣋をؾだと༐ݏなことはݏ
◆૬खからされͨ͜と、ݴわれͨ͜とのهΛ残す
ࣗ分がྫྷ੩にஅしたり、第ࡾ者にཧղしてら͏たΊにはϋϥεϝϯτの事

実ؔをϝϞなどにより、日時・場ॴ・૬खの໊ࢯ・༰など؍٬తな事実につ
いて、できるだけஸೡにهすることがେです。
◆ಉ྅上࢘に૬ஊする
৬場のಉ྅や上࢘などで、ۙな৴པできる人に૬ஊしましΐ͏。
◆ࣾの૬ஊ૭ޱͳͲΛར用する
पғの人の૬ஊではղܾがしい場合は、ࣾの૬ஊ૭ޱのར用をݕ౼しま

す。また、ࣾに労働合があれば、労働者のཱ場からղܾをαϙʔτしてら
える場合あります。
◆かͳ͕わ労働ηϯλʔに͝૬ஊͩ͘さい
ࣾの૬ஊ૭ޱでは૬ஊしͮらかͬたり、૬ஊ૭ޱがないことあります。ݝ

̐かॴのʮかながわ労働ηϯλʔʯ本ॴ・支ॴでϋϥεϝϯτにؔする労働૬
ஊをおडけしています。
˗この΄か法తղܾをਤるたΊに、労働৹等をར用する方法があります。

のͨΊのાஔ͕ٛ͋りますࢭ業ओにϋϥεϝϯτࣄのͨΊのાஔ͕ٛ͋りますࢭ業ओにϋϥεϝϯτࣄ
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ηΫγϡΞϧϋϥεϝϯτ

ʮ৬ʯとは、事業ओがޏ用する労働者が業をߦする場ॴをࢦし、֘労働者
が通ৗ就業している場ॴҎ外の場ॴであͬて、֘労働者が業をߦする場ॴ
であれば৬場にؚまれます（例えば、取引ઌ、ग़ுઌ、業で使用するंதなど）。
ʮ労働ऀʯとは、いわΏるඇਖ਼規労働者をؚΉ、事業ओがޏ用するすての労働者
をいいます。また、ݣ労働者については、ݩݣだけではな͘、ݣઌાஔを
。る必要があります͡ߨ
ʮੑతͳݴಈʯとは、ੑతな༰のൃٴݴͼੑతなߦಈをࢦします。
・ੑతな༰のൃݴ（例）ੑతな事実ؔをਘͶること、ੑతな༰のใをྲྀすることなど
・ੑతなߦಈ（例）ੑతなؔをڧ要すること、必要な͘ମ৮することなど
ಉੑಉ࢜、ঁੑからஉੑに対するのؚまれ、また、ඃをडける者のੑతࢦ

ಈʯであれば、ηΫγϡΞϧϋϥεϝϯτに֘ݴやੑࣗೝにかかわらず、ʮੑతな
します。
֘ݴಈを͏ߦ者には、ࣄ業ओ、上࢘、ಉ྅に限らͣ、औҾઌのଞのࣄ業ओま

ͨͦのޏ用する労働ऀ、ऀױ、٬ސまͨͦのՈ、ֶߍに͓͚るੜెؚま
れます。

ʲηΫγϡΞϧϋϥεϝϯτのྨܕʳ
◆ରՁܕηΫγϡΞϧϋϥεϝϯτ
֘ੑతなݴಈに対する労働者の対Ԡ（ڋ否や߅）によͬて、労働者がղޏ、

。給等のෆརӹをडけることをいいますݮ、֨߱
ηΫγϡΞϧϋϥεϝϯτܕڥ◆
֘ੑతなݴಈにより労働者の就業ڥがෆշなのとなͬたたΊ、ྗのൃش

にॏେなѱӨڹが生͡るなど、その労働者が就業する上でաできない支োが生͡
ることをいいます。

உঁޏ用ػձۉ等法第11条に基ͮき、事業ओはʮ৬に͓͚るηΫγϡΞϧϋϥ
εϝϯτʯ͕ͳいよ͏、労働ऀからの૬ஊにԠ͡、適にରԠするͨΊにඞཁͳମ
制のඋͦのଞのޏ用ཧ上ඞཁͳાஔΛ͡ߨͳ͚れͳりまͤΜ。
ɹ労働者がηΫγϡΞϧϋϥεϝϯτにؔして事業ओに૬ஊしたことなどをཧ༝と
したղͦޏのଞෆརӹͳऔѻい͞ࢭېれています。

৬場ʹ͓けるηΫγϡΞϧϋϥεϝϯτ（ηΫϋϥ）とは
　　৬場において行われる、労ಇऀの意にする
　　ੑ的なݴಈに対する労働者の対応により、ͦ の労働者が労働条݅について

不རӹを受けたり、ੑ 的なݴಈによりबڥۀが͞れる͜ͱ
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ηΫγϡΞϧϋϥεϝϯτ
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ʲϚλχςΟϋϥεϝϯτͳͲに͓͚るྨܕʳ
◆制のར用の͕ݏらͤܕ
ᶃ対象となる制度またはાஔ
ɹɹ ಈによりݴ休業等のར用にؔするޢ休業、հࣇཧાஔ、ҭ߁前休業、ੑ݈࢈
就業ڥが͞れるのをいいます。
ᶄࢭાஔが必要となるϋϥεϝϯτ
・ղޏそのଞෆརӹな取ѻいを示ࠦするの
・制度等のར用の求等または制度等のར用を્するの
・制度等をར用したことによりݏがらせなどをするの

◆ঢ়ଶの͕ݏらͤܕ
ᶃ対象となる事༝
ɹɹɹঁੑ労働者が৷・ग़࢈したこと、࢈後休業を取得したことなどにؔするݴಈに
より就業ڥが͞れるのをいいます。
ᶄࢭાஔが必要となるϋϥεϝϯτ
・ղޏそのଞෆརӹな取ѻいを示ࠦするの
・৷等をしたことによりݏがらせなどをするの

なお、業分୲や҆શྀ等の؍から、؍٬తにみて、業上の必要ੑに基ͮ͘ݴ
ಈによるのはϋϥεϝϯτには֘しません。
உঁޏ用ػձۉ等法第11条の̏ٴͼҭࣇ・հޢ休業法第��条に基ͮき、事業ओはʮ৬

に͓͚る৷ɾग़࢈ɾҭࣇ休業にؔするϋϥεϝϯτʯ͕ͳいよ͏、労働ऀからの
૬ஊにԠ͡、適にରԠするͨΊにඞཁͳମ制のඋͦのଞのޏ用ཧ上ඞཁͳાஔ
Λ͡ߨͳ͚れͳりまͤΜ。
労働者がϚλχςΟϋϥεϝϯτなどにؔして事業ओに૬ஊしたことなどをཧ༝とし

たղͦޏのଞෆརӹͳऔѻい͞ࢭېれています。

৷ɾग़࢈ɾҭࣇ休業のࣄ༝Λػܖと͠てෆརӹऔѻいΛͨͬߦ߹は、例外に֘
する場合を除き、ݪଇと͠て法ҧとなります。ৄࡉは4�ϖʔδを参রして͘だ͞い。

৬場ʹ͓ける৷ɾग़࢈ɾҭۀٳࣇʹؔするϋϥεϝϯτ
（いΘΏるϚλχςΟϋϥεϝϯτɾύλχςΟϋϥεϝϯτɾέΞϋϥεϝϯτ）とは

৬場において行われる上࢘・ಉ྅からの
৷ɾग़ͨ͜͠࢈ͱɺҭࣇɾհۀٳޢのར༻ʹؔするݴಈにより、
৷・ग़࢈したঁੑ労働者ҭࣇ・հޢ休業をਃग़・औಘしたஉঁ労ಇऀ
のबڥۀが͞れる͜ͱ

৷ɾग़࢈ɾҭࣇ休業にؔするϋϥεϝϯτ
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ύϫʔϋϥεϝϯτ

とಈݴʯͨ͠とܠഎΛؔͳతӽ༏ʮᶃ 、֘事業ओの業をߦするにあたͬて、֘ݴ
ಈをडける労働者がߦҝ者に対して߅またはڋઈすることができない֖વੑがߴいؔ
をഎܠとしてߦわれるのをࢦし、例えば、࣍ののなどがؚまれます。
˓৬上のҐが上Ґの者によるݴಈ
˓ಉ྅または෦Լによるݴಈで、֘ݴಈを͏ߦ者が業上必要なࣝや๛なݧܦを有
しており、֘者の協ྗを得なければ業のԁなߦを͏ߦことがࠔであるの
˓ಉ྅または෦Լからの集ஂによるߦҝで、これに߅またはڋઈすることがࠔであるの

とಈݴʯͨ͑Λғൣͳ૬つかཁඞ上業ʮᶄ 、ࣾ ձ通೦にরらし、֘ݴಈが明らかに
֘事業ओの業上必要ੑがない、またはそのଶ༷が૬でないのをࢦします。

とʯるれさڥ͕業बのऀ働労ʮᶅ 、֘ݴಈにより労働者がମతまたはਫ਼ਆతにۤ
௧を与えられ、労働者の就業ڥがෆշなのとなͬたたΊ、ྗのൃشにॏେなѱӨڹ
が生͡るなど֘労働者が就業する上でաできないఔ度の支োが生͡ることをࢦしま
す。このஅにあたͬては、ʮฏۉతな労働者の͡ײ方ʯ、すなわͪ、ಉ༷のঢ়گで֘ݴಈ
をडけた場合に、ࣾ ձ一ൠの労働者が、就業する上でաできないఔ度の支োが生͡たと
。ಈであるかど͏かを基準とすることが適ですݴるよ͏な͡ײ

ผの事Ҋについて、その֘ੑをஅするにあたͬては、֘事Ҋにおける༷ʑな要ૉݸ˗
（త、ܦҢやঢ়گ、業छ・業ଶ、業の༰・ੑ࣭、֘ݴಈのଶ༷・ස度・ܧଓੑ、労
働者のଐੑや৺のঢ়ߦ、گҝ者のؔੑ、֘ݴಈにより労働者がडけるମతまたは
ਫ਼ਆతなۤ௧のఔ度等）を૯合తに考ྀしてஅすることが必要です。
˗அに際しては、૬ஊ૭ޱの୲者等が૬ஊ者の৺のঢ়گやडけࢭΊなどそのೝࣝに
ྀしながら、૬ஊ者ٴͼߦҝ者の方からஸೡに事実֬ೝ等を͏ߦことॏ要です。

労働ࡦࢪ૯合ਪਐ法第30条の̎に基ͮき、தখا業をؚΉすての事業ओはʮ৬に͓͚
るύϫʔϋϥεϝϯτʯ͕ ͳいよ͏、労働ऀからの૬ஊにԠ͡、適にରԠするͨΊにඞཁ
ͳମ制のඋͦのଞのޏ用ཧ上ඞཁͳાஔΛ͡ߨͳ͚れͳりまͤΜ。
労働者がύϫʔϋϥεϝϯτについての૬ஊをͬߦたことやޏ用ཧ上のાஔに協ྗして

事実をड़たことをཧ༝としたղͦޏのଞෆརӹͳऔѻい͞ࢭېれています。

৬場ʹ͓けるύϫʔϋϥεϝϯτ（ύϫϋϥ）とは
৬場において行われる、ᶃ༏ӽ的なؔΛഎܠͱͨ͠ݴಈであͬて、
ᶄۀ্ඞཁ͔ͭ૬なൣғΛ͑ͨものにより、ᶅ労ಇऀのबڥۀが
れるものであり、ᶃʙᶅ·でのཁૉΛすてຬͨすもの͞
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（త、ܦҢやঢ়گ、業छ・業ଶ、業の༰・ੑ࣭、֘ݴಈのଶ༷・ස度・ܧଓੑ、労
働者のଐੑや৺のঢ়ߦ、گҝ者のؔੑ、֘ݴಈにより労働者がडけるମతまたは
ਫ਼ਆతなۤ௧のఔ度等）を૯合తに考ྀしてஅすることが必要です。
˗அに際しては、૬ஊ૭ޱの୲者等が૬ஊ者の৺のঢ়گやडけࢭΊなどそのೝࣝに
ྀしながら、૬ஊ者ٴͼߦҝ者の方からஸೡに事実֬ೝ等を͏ߦことॏ要です。

労働ࡦࢪ૯合ਪਐ法第30条の̎に基ͮき、தখا業をؚΉすての事業ओはʮ৬に͓͚
るύϫʔϋϥεϝϯτʯ͕ ͳいよ͏、労働ऀからの૬ஊにԠ͡、適にରԠするͨΊにඞཁ
ͳମ制のඋͦのଞのޏ用ཧ上ඞཁͳાஔΛ͡ߨͳ͚れͳりまͤΜ。
労働者がύϫʔϋϥεϝϯτについての૬ஊをͬߦたことやޏ用ཧ上のાஔに協ྗして

事実をड़たことをཧ༝としたղͦޏのଞෆརӹͳऔѻい͞ࢭېれています。

৬場ʹ͓けるύϫʔϋϥεϝϯτ（ύϫϋϥ）とは
৬場において行われる、ᶃ༏ӽ的なؔΛഎܠͱͨ͠ݴಈであͬて、
ᶄۀ্ඞཁ͔ͭ૬なൣғΛ͑ͨものにより、ᶅ労ಇऀのबڥۀが
れるものであり、ᶃʙᶅ·でのཁૉΛすてຬͨすもの͞
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৬に͓͚るύϫϋϥに֘すると͑ߟられるྫʗ֘͠ͳいと͑ߟられるྫ৬৬にに

ද的なݴಈの類ܕ 該当するとߟえられる例 該当しないとߟえられる例

ᾇ体的なܸ߈
（行・ই）

・ԥଧ、ऽりを行う
・૬खにを͛つける

てͿつかるͬޡ・

ᾈਫ਼ਆ的なܸ߈
غഭ・名༪ڴ）
ଛ・ৱ・ͻͲ
いݴ）

・人֨を൱定するようなݴಈを行う（૬खのੑ
的ࢦ・ੑ ࣗೝにؔするৱ的なݴಈをؚΉ）

・業務の行にؔする必要以上に長時間にわ
たるݫしいࣤを܁りฦし行う

・ଞの労働者の໘લにおけるେでのҖѹ的
なࣤを܁りฦし行う

・૬खのྗを൱定し、ഃするような༰の
電ࢠϝーϧなͲを当該૬खをؚΉෳ数の労
働者Ѽてにૹ৴する

・刻なͲ社会的ϧーϧをܽいたݴಈがݟら
れ、ࡾ࠶注意してͦれがվળされない労働
者に対してҰ定ఔ度ڧく注意をする

・ͦのا業の業務の༰ੑ࣭に照らして
ॏେな行ಈを行ͬた労働者に対して、Ұ
定ఔ度ڧく注意をする

ᾉ人間ؔから
のりし（ִ
・間外し・
ແࢹ）

・ࣗの意にԊわない労働者に対して、事を
外し、長期間にわたり、別ࣨにִしたり、ࣗ
ݚमさせたりする

・Ұ人の労働者に対してಉ྅が集ஂでແࢹを
し、৬場でݽ立させる

・৽نに࠾༻した労働者をҭするために
期間集中的に別ࣨでݚमのڭҭを࣮ࢪす
る

・ռن定にͮجきॲを受けた労働者に対
し、௨ৗの業務に෮ؼさせるために、ͦ のલ
に、Ұ時的に別ࣨで必要なݚमを受けさせる

ᾊ過େな要ٻ（業
務上໌らかに
不要なこと
行不Մな
こ と の ڧ 制・
（事の

・長期間にわたる、体的ۤ௧をう過ࠅな
業を໋ずる࡞のない務にؔۈ下でのڥ

・৽ଔ࠾༻者に対し、必要なڭҭを行わないま
ま౸ఈ対応できないϨϕϧの業ඪを՝
し、ୡできなかͬたことに対しݫしくࣤ
する

・労働者に業務とはؔのないࢲ的なࡶ༻の
ॲ理をڧ制的に行わせる

・労働者をҭするためにݱঢ়よりগしߴ
いϨϕϧの業務を任せる

・業務のൟ期に、業務上の必要ੑから、当該
業務の୲当者に௨ৗ時よりҰ定ఔ度ଟい
業務のॲ理を任せる

ᾋ過খな要ٻ（業
務上の合理ੑ
なくྗ経
とかけれݧ
たఔ度のい
事を໋͡る
こと事を
༩えないこと）

・理৬である労働者をୀ৬させるため、୭で
行Մな業務を行わせる

がらせのたݏにいらない労働者に対してؾ・
めに事を༩えない

・労働者のྗに応͡て、Ұ定ఔ度業務༰
業務ྔをܰݮする

ᾌݸの৵ࢲ）的
なことに過度
に立ͪೖるこ
と）

・労働者を৬場外でܧଓ的にࢹしたり、ࢲ
のࣸਅࡱӨをしたりする

・労働者のੑ的ࢦ・ੑࣗೝපྺ、不ྍ࣏
の機ඍなݸ人情ใについて、当該労働者の
ྃղをಘずにଞの労働者に࿐する（˞）

・労働者へのྀを的として、労働者のՈ
のঢ়گについてώΞϦϯάを行う

・労働者のྃղをಘて、当該労働者の機ඍなݸ
人情ใについて、必要なൣғで人事労務෦
の୲当者にୡし、ྀをଅす

˞ϓϥΠόγー保ޢの؍から、機ඍなݸ人情ใを࿐することのないように労働者にप・ൃܒするなͲのા
ஔを͡ߨることが必要です。
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͖ાஔͣߨ業ओ͕ࣄ

৬場におけるϋϥεϝϯτࢭのたΊ事業ओがߨずきાஔ等について、それͧれの
ϋϥεϝϯτのࢦ等の༰に基ͮきཧすると࣍のとおりです。

１ ൃܒͼͦのपɾٴ業ओのํの໌֬Խࣄ
ᾇ ৬場におけるϋϥεϝϯτの༰・ϋϥεϝϯτをͬߦてはならないࢫの方等を明
֬Խし、労働者にप・ൃܒすること

ᾈ 、ͼ対ॲの༰を就業規則等に規定しٴの方ࢫਖ਼に対ॲするݫ、ҝ者についてはߦ
労働者にप・ൃܒすること

２ ૬ஊ（ۤΛؚΉ）にԠ͡、適にରԠするͨΊにඞཁͳମ制のඋ
ᾇ ૬ஊ૭ޱをあらか͡Ί定Ί、労働者にपすること
ᾈ ૭ޱ୲者が、༰やঢ়گにԠ͡適に対Ԡできるよ͏にすること、また、ൃ生のお
それがある場合、֘するかඍົな場合で͘૬ஊに対Ԡし、適な対Ԡを͏ߦよ
͏にすること

ᾉ あらΏるϋϥεϝϯτの૬ஊを一ݩతにԠ͡ることのできるମ制をඋすることが
ましいこと

３ɹޙࣄのਝかつ適ͳରԠ
ᾇ 事実ؔをਝかつਖ਼֬に֬ೝすること
ᾈ 事実が֬ೝできた場合には、やかにඃ者に対するྀのたΊのાஔを適ਖ਼にߦ
͏こと

ᾉ 事実が֬ೝできた場合には、ߦҝ者に対するાஔを適ਖ਼に͏ߦこと
ᾊ ずることߨけたાஔをにࢭൃ࠶
４ ৬に͓͚るϋϥεϝϯτのݪҼഎܠとͳるཁҼΛղফするͨΊのાஔ
（ᾇᾈはϚλχςΟϋϥεϝϯτなͲにͭいて、ᾉᾊはύϫʔϋϥεϝϯτにͭいて）
ᾇ 業ମ制のඋなど、事業ओや労働者の実にԠ͡、必要なાஔをߨずること
ᾈ 制度等のར用ができるとい͏ࣝを࣋つことやपғとίϛϡχέʔγϣϯをਤりなが
らࣗのମௐ・制度のར用ঢ়گ等にԠ͡て適に業をߦしてい͘とい͏意ࣝを࣋
つことなどを、৷等した労働者にप・ൃܒすることがましいこと

ᾉ ίϛϡχέʔγϣϯのੑ׆ԽやԁԽのたΊのݚम等の必要な取みを͏ߦことが
ましいこと

ᾊ 適ਖ਼な業ඪの設定等の৬場ڥのվળのたΊの取みを͏ߦことがましいこと
５ １から４まͰのાஔとซͤてͣߨ͖ાஔ
ᾇ ૬ஊ者・ߦҝ者等のϓϥΠόγʔをอޢするたΊに必要なાஔを͡ߨ、そのࢫを労働
者にपすること

ᾈ ૬ஊしたこと、事実ؔの֬ೝ等に協ྗしたことなどをཧ༝として、ෆརӹな取ѻい
を͞れないࢫを定Ί、労働者にप・ൃܒすること
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ࣗらのޏ用する労働ऀ以外にも、ඃऀΛग़さͳいͨΊに

事業ओは、৬場における֤छϋϥεϝϯτをͬߦてはならないࢫの方の明֬Խ
等を͏ߦ際に、֘事業ओがޏ用する労働者Ҏ外の者（ଞのࣄ業ओ͕ޏ用する労働
ऀ、就৬׆ಈதのֶ生等のٻ৬ऀٴͼ労働者Ҏ外の者（例えばݸਓࣄ業ओのϑϦʔ
ϥϯε、Πϯλʔϯγοϓੜ、ڭҭ࣮शੜ等））に対するݴಈについて、ಉ༷の方
をซせて示すことがましいと͞れています。
また、これらの者から૬ஊがあͬた場合には、その༰を౿まえて、必要にԠ͡

て適な対Ԡを͏ߦよ͏にΊましΐ͏。

ࣾ外にؔわるηΫγϡΞϧϋϥεϝϯτのରԠ

ηΫγϡΞϧϋϥεϝϯτについては、ଞࣾの労働者等のࣾ外の者がߦҝ者の場
合について、ޏ用ཧ上のાஔٛの対象となります。
ɹࣗࣾの労働者がଞࣾの労働者等からηΫγϡΞϧϋϥεϝϯτをडけた場合には、
必要にԠ͡てଞࣾに事実ؔの֬ೝやൃ࠶ࢭの協ྗを求Ίる等、対Ԡを取らな
͘てはなりません。
また、事業ओは、ࣗ ࣾの労働者がଞࣾの労働者にηΫγϡΞϧϋϥεϝϯτをߦい、
ଞࣾが実ࢪする事実֬ೝ等のޏ用ཧ上のાஔの協ྗを求Ίられた場合、これに
Ԡ͡るよ͏Ίる必要があります。

ࣗࣗらら

ࣾࣾ外外

◆ΧελϚʔϋϥεϝϯτにؔ͠てま͠いऔ
ಈの͏ͪ、その要求のݴ・٬等からのΫϨʔϜސ場においては、ʮݱ業のا

༰のଥੑにরらして、要求を実ݱするたΊのख段・ଶ༷がࣾձ通೦上ෆ૬
なのであͬて、それにより労働者の就業ڥが͞れるのʯがΧελϚʔϋ
ϥεϝϯτであると考えられています。
事業ओは、ޏ用する労働者の就業ڥを͞れることのないよ͏、ޏ用ཧ

上のྀをすることがまれます。
˓૬ஊにԠ͡、適に対ԠするたΊに必要なମ制のඋ
˓ඃ者のྀのたΊの取み（ϝϯλϧϔϧεෆௐの૬ஊ対Ԡ、ߦҝ者
に対して１人で対Ԡ͞せないなど）
˓ඃࢭのたΊの取み（ϚχϡΞϧ࡞やݚमの実ࢪ等、業छ・業ଶ等の
ঢ়گにԠ͡た取み）

ʻࢀরʼްੜ労働লʮΧελϚʔϋϥεϝϯτରۀاࡦϚχϡΞϧʯ（����２݄ެද）
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͖ાஔͣߨ業ओ͕ࣄ

৬場におけるϋϥεϝϯτࢭのたΊ事業ओがߨずきાஔ等について、それͧれの
ϋϥεϝϯτのࢦ等の༰に基ͮきཧすると࣍のとおりです。

１ ൃܒͼͦのपɾٴ業ओのํの໌֬Խࣄ
ᾇ ৬場におけるϋϥεϝϯτの༰・ϋϥεϝϯτをͬߦてはならないࢫの方等を明
֬Խし、労働者にप・ൃܒすること

ᾈ 、ͼ対ॲの༰を就業規則等に規定しٴの方ࢫਖ਼に対ॲするݫ、ҝ者についてはߦ
労働者にप・ൃܒすること

２ ૬ஊ（ۤΛؚΉ）にԠ͡、適にରԠするͨΊにඞཁͳମ制のඋ
ᾇ ૬ஊ૭ޱをあらか͡Ί定Ί、労働者にपすること
ᾈ ૭ޱ୲者が、༰やঢ়گにԠ͡適に対Ԡできるよ͏にすること、また、ൃ生のお
それがある場合、֘するかඍົな場合で͘૬ஊに対Ԡし、適な対Ԡを͏ߦよ
͏にすること

ᾉ あらΏるϋϥεϝϯτの૬ஊを一ݩతにԠ͡ることのできるମ制をඋすることが
ましいこと

３ɹޙࣄのਝかつ適ͳରԠ
ᾇ 事実ؔをਝかつਖ਼֬に֬ೝすること
ᾈ 事実が֬ೝできた場合には、やかにඃ者に対するྀのたΊのાஔを適ਖ਼にߦ
͏こと

ᾉ 事実が֬ೝできた場合には、ߦҝ者に対するાஔを適ਖ਼に͏ߦこと
ᾊ ずることߨけたાஔをにࢭൃ࠶
４ ৬に͓͚るϋϥεϝϯτのݪҼഎܠとͳるཁҼΛղফするͨΊのાஔ
（ᾇᾈはϚλχςΟϋϥεϝϯτなͲにͭいて、ᾉᾊはύϫʔϋϥεϝϯτにͭいて）
ᾇ 業ମ制のඋなど、事業ओや労働者の実にԠ͡、必要なાஔをߨずること
ᾈ 制度等のར用ができるとい͏ࣝを࣋つことやपғとίϛϡχέʔγϣϯをਤりなが
らࣗのମௐ・制度のར用ঢ়گ等にԠ͡て適に業をߦしてい͘とい͏意ࣝを࣋
つことなどを、৷等した労働者にप・ൃܒすることがましいこと

ᾉ ίϛϡχέʔγϣϯのੑ׆ԽやԁԽのたΊのݚम等の必要な取みを͏ߦことが
ましいこと

ᾊ 適ਖ਼な業ඪの設定等の৬場ڥのվળのたΊの取みを͏ߦことがましいこと
５ １から４まͰのાஔとซͤてͣߨ͖ાஔ
ᾇ ૬ஊ者・ߦҝ者等のϓϥΠόγʔをอޢするたΊに必要なાஔを͡ߨ、そのࢫを労働
者にपすること

ᾈ ૬ஊしたこと、事実ؔの֬ೝ等に協ྗしたことなどをཧ༝として、ෆརӹな取ѻい
を͞れないࢫを定Ί、労働者にप・ൃܒすること
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